
水銀使用製品産業廃棄物 蛍光灯、
水銀体温計、
水銀式血圧計など

処理については、P21参照

詳細については、P17参照

保管する場合は、他の物と混在するおそれのないように仕切りを設ける

などの措置をとること。また、処理を委託する場合は、「水銀使用製品を

含む」収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
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